
西九州大学、西九州大学短期大学部と北陵高等学校との交流・連携協議会

協定書調印式について

　　学校法人江楠学園北陵高等学校と学校法人西九州大学、西九州大学短期大学部との

交流・連携協議会の締結にあたり、下記のとおり調印式が行われました。

記

１、 日　時　：　令和５年 11 月６日（月）　16：30～

２、 場　所　：　西九州大学佐賀キャンパス　

３、 次　第　：　（１）開会       　　　（２）協定の概要説明　　　（３）出席者紹介

　　　　　　　　　　 　 （４）協定書調印　　（５）写真撮影　　　　　　　（６）両者挨拶　

　　　　　　　　　　　　（７）閉会　　　

以上

４、交流・連携に関する協定書

　　【目的】　 相互の教育に関わる交流・連携を通じて、西九州大学に対する理解を深めるとともに

高校生の進路に対する意識を高め、かつ相互間の教育をより一層の充実を図ることを目的

とする。

　　【内容】　 大学によるキャリア教育の実施、大学教員による高校への出張講義、

高校生の大学における体験学習の実施、

大学教職員と高校教職員との教育等に係る交流および資質向上のための教職員研修（施設

利用を含む）の実施　　など。





西九州大学、西九州大学短期大学部と北陵高等学校との交流・連携協議会

協定書調印式について
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交流・連携協議会の締結にあたり、下記のとおり調印式が行われました。
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　　　　　　　　　　 　 （４）協定書調印　　（５）写真撮影　　　　　　　（６）両者挨拶　

　　　　　　　　　　　　（７）閉会　　　

以上

４、交流・連携に関する協定書

　　【目的】　	相互の教育に関わる交流・連携を通じて、西九州大学に対する理解を深めるとともに

		高校生の進路に対する意識を高め、かつ相互間の教育をより一層の充実を図ることを目的

		とする。



　　【内容】　	大学によるキャリア教育の実施、大学教員による高校への出張講義、

高校生の大学における体験学習の実施、

大学教職員と高校教職員との教育等に係る交流および資質向上のための教職員研修（施設

利用を含む）の実施　　など。

  















































